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(57)【要約】
【課題】本発明は、材料費が安価で、Ａｌ電極との接合部の長期信頼性に優れ、車載用Ｌ
ＳＩ用途にも適用できる接合構造、または半導体用銅ボンディングワイヤを提供すること
を目的とする。
【解決手段】銅ボンディングワイヤの先端に形成したボール部をアルミ電極に接合したボ
ール接合部を形成し、銅ボンディングワイヤの先端に形成したボール部をアルミ電極に接
合したボール接合部であって、前記ボール接合部を１３０～２００℃のいずれかの温度で
加熱した後において、前記ボール接合部の断面に有するＣｕとＡｌで構成される金属間化
合物の厚さに対して、ＣｕＡｌ相の金属間化合物の厚さの割合である相対化合物比率Ｒ１
が、４０％以上１００％以下となるものであることを特徴とする。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
銅ボンディングワイヤの先端に形成したボール部をアルミ電極に接合したボール接合部を
介して半導体素子の電極に接続される銅ボンディングワイヤの接合構造であって、前記ボ
ール接合部を１３０～２００℃のいずれかの温度で加熱した後において、前記ボール接合
部の断面におけるＣｕとＡｌで構成される金属間化合物の厚さに対して、ＣｕＡｌ相の金
属間化合物の厚さの割合である相対化合物比率Ｒ１が、５０％以上１００％以下であるこ
とを特徴とする接合構造。
【請求項２】
前記ボール接合部を前記温度の範囲で、かつ８５～１００％のいずれかの相対湿度で加熱
した後に、前記ボール接合部の断面におけるＣｕとＡｌで構成される金属間化合物の厚さ
に対して、ＣｕＡｌ相の金属間化合物の厚さの割合である相対化合物比率Ｒ２が、５０%
以上１００％以下であることを特徴とする請求項１記載の接合構造。
【請求項３】
前記ボール接合部におけるＣｕとＡｌで構成される金属間化合物の厚さに対して、Ｃｕ９

Ａｌ４相およびＣｕＡｌ２相を有する金属間化合物の厚さの総計の割合が、０％以上４０
％未満であることを特徴とする請求項１または２記載の接合構造。
【請求項４】
前記ボール接合部に、Ｐｄ、Ａｕ、Ａｇの導電性金属のうちいずれか１種以上の濃化層を
有することを特徴とする請求項１に記載の接合構造。
【請求項５】
前記ボール接合部に、Ｐｄ、Ａｕ、Ａｇの導電性金属のうちいずれか１種以上と、Ｃｕお
よびＡｌにより構成される金属間化合物を有することを特徴とする請求項４に記載の接合
構造。
【請求項６】
前記ボール接合部に、Ｐｄ、Ａｕ、Ａｇの導電性金属のうちいずれか１種以上を、総計濃
度の最高が０．５～３０ｍｏｌ％の範囲で含有するＣｕ合金層を有することを特徴とする
請求項１に記載の接合構造。
【請求項７】
先端に形成したボール部をアルミ電極に接合したボール接合部を介して半導体素子の電極
に接続される半導体用銅ボンディングワイヤであって、前記ボール接合部を１３０～２０
０℃のいずれかの温度で加熱した後において、前記ボール接合部の断面におけるＣｕとＡ
ｌで構成される金属間化合物の厚さに対して、ＣｕＡｌ相の金属間化合物の厚さの割合で
ある相対化合物比率Ｒ１が、５０％以上１００％以下となることを特徴とする半導体用銅
ボンディングワイヤ。
【請求項８】
銅を主成分とする芯材と、前記芯材の上にＰｄ、Ａｕ、Ａｇの導電性金属のうちいずれか
１種以上を主成分とする外層とを有することを特徴とする請求項７記載の半導体用銅ボン
ディングワイヤ。
【請求項９】
前記外層は、Ｐｄ、Ａｕ、Ａｇの導電性金属のうちいずれか１種で構成される単一外層と
、Ｐｄ、Ａｕ、Ａｇの金属のうちいずれか２種以上を主成分とする合金外層とを有するこ
とを特徴とする請求項８に記載の半導体用銅ボンディングワイヤ。
【請求項１０】
前記外層の厚さが、０．０１～０．４μｍの範囲であることを特徴とする請求項９に記載
の半導体用銅ボンディングワイヤ。
【請求項１１】
Ｐｄ、Ａｕ、Ａｇの導電性金属のうちいずれか１種以上を０．１～３ｍｏｌ％の範囲で含
有することを特徴とする請求項７または８に記載の半導体用銅ボンディングワイヤ。
【請求項１２】
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Ｐ、Ｓｉ、Ｂ、Ｇｅのうちいずれか１種以上を、０．０００１～０．０３ｍｏｌ％の範囲
で含有することを特徴とする請求項８に記載の半導体用銅ボンディングワイヤ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体用銅ボンディングワイヤとその接合構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　現在、半導体素子上の電極と外部端子との間を接合するボンディングワイヤ（ワイヤボ
ンディング法で接続するワイヤ）として、線径13～50μm程度の細線(ボンディングワイヤ
)が主として使用されている。ボンディングワイヤの接合には超音波併用熱圧着方式が一
般的であり、汎用ボンディング装置や、ボンディングワイヤをその内部に通して接続に用
いるキャピラリ冶具等が用いられる。ワイヤ先端をアーク入熱で加熱溶融し、表面張力に
よりボールを形成させた後に、150～300℃の範囲内で加熱した半導体素子の電極上に、こ
のボール部を圧着接合せしめ、その後で、直接ボンディングワイヤを外部リード側に超音
波圧着により接合させる。
【０００３】
　近年、半導体実装の構造・材料・接続技術等は急速に多様化しており、例えば、実装構
造では、現行のリードフレームを使用したＱＦＰ（Ｑｕａｄ Ｆｌａｔ Ｐａｃｋａｇｉｎ
ｇ）に加え、基板、ポリイミドテープ等を使用するＢＧＡ(Ｂａｌｌ Ｇｒｉｄ Ａｒｒａ
ｙ)、ＣＳＰ(Ｃｈｉｐ Ｓｃａｌｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ)等の新しい形態が実用化され、
ループ性、接合性、量産使用性等をより向上したボンディングワイヤが求められている。
【０００４】
　ボンディングワイヤの素材は、これまで高純度4N系(純度>99.99mass%)の金が主に用い
られている。しかし、金は高価であるため、材料費が安価である他種金属のボンディング
ワイヤが所望されている。
【０００５】
　材料費が安価で、電気伝導性に優れ、ボール接合、ウェッジ接合等も高めるために、銅
を素材とするボンディングワイヤ（以下、銅ボンディングワイヤという）が開発され、特
許文献1等が開示されている。しかし、銅ボンディングワイヤでは、ワイヤ表面の酸化に
より接合強度が低下することや、樹脂封止されたときのワイヤ表面の腐食等が起こり易い
ことが問題となる。これが銅ボンディングワイヤの実用化がＬＳＩ用途で進まない原因と
もなっている。
【０００６】
　ボンディングワイヤの接合相手となる材質に関して、シリコン基板上の配線、電極材料
では、純ＡｌまたはＡｌ合金などが主流である。Ａｌ合金では、Ａｌ－１％Ｓｉ、Ａｌ－
０．５％Ｃｕ、Ａｌ－１％Ｓｉ－０．５％Ｃｕなどが多く用いられている。微細配線用の
Ｃｕ配線でも、表面にはＡｌ合金などが使用される場合が多い。また、リードフレーム上
には、Ａｇメッキ、Ｐｄメッキ等が施されており、また、樹脂基板、テープ等の上には、
Ｃｕ配線が施され、その上に金等の貴金属元素及びその合金の膜が施されている。こうし
た種々の接合相手に応じて、ボンディングワイヤの接合性、接合信頼性を向上することが
求められる。
【０００７】
　銅ボンディングワイヤでは、ワイヤ先端を溶融してボール部を形成する際に、酸化を抑
制するために、窒素ガスまたは水素を５％程度含有する窒素ガスをワイヤ先端に吹付けな
がらワイヤボンディングが行われる。
【０００８】
　銅ボンディングワイヤも、従来の金ボンディングワイヤと同様に半導体の信頼性試験を
満足する必要がある。ワイヤボンディングされた半導体は樹脂封止された後に、実使用を
加速評価する信頼性試験が行われる。代表的には、高温で加熱するＨＴＳ試験(Ｈｉｇｈ
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　Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　Ｓｔｏｒａｇｅ)、高温高湿環境での加熱試験であるＰＣＴ
試験（Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｃｏｏｋｅｒ　Ｔｅｓｔ）およびＨＡＳＴ試験（Ｈｉｇｈｌｙ
　Ａｃｃｅｌｅｒａｔｅｄ　Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　ａｎｄ　Ｈｕｍｉｄｉｔｙ　Ｓｔ
ｒｅｓｓ　Ｔｅｓｔ）などが実施される。ＰＣＴ試験は飽和型加圧水蒸気試験とも呼ばれ
、その一般的な条件は、１２１℃で相対湿度（ＲＨ）が１００％での加熱であり、電気的
バイアスなどは付加されない。一方、ＨＡＳＴ試験は不飽和型加圧水蒸気試験とも呼ばれ
、その一般的な条件は、電気的バイアスを負荷しながら、１３０℃の８５％ＲＨで加熱さ
れる。
【０００９】
　銅ボンディングワイヤとアルミ電極またはリード電極との接合部の信頼性に関して、現
行の金ボンディングワイヤと比較しても報告例は少ない。Ｃｕ／Ａｌ接合部の信頼性に関
しては、特許文献３および非特許文献１などに報告されている。Ｃｕ／Ａｌ接合部の金属
間化合物の成長速度は、Ａｕ／Ａｌ接合部の場合よりも大幅に遅いことが知られている。
こうした遅い金属間化合物の成長速度などの理由から、銅ボンディングワイヤの高温加熱
での接合信頼性は金ボンディングワイヤよりも良好であると考えられていた。銅ボンディ
ングワイヤがＬＳＩ用途に使用された実績がないため、銅ボンディングワイヤの実使用時
の信頼性などは十分に調査されておらず、信頼性評価の基準、寿命なども明確でなかった
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開昭61-251062号公報
【特許文献２】特開昭61-20693号公報
【特許文献３】国際公開第WO 2008-87922号
【非特許文献】
【００１１】
【非特許文献１】“Effects of Cu-Al intermetallic compound (IMC) on copper wire a
nd aluminum pad bondability”: H. Kim, J. Lee, K Parik, K Koh, J. Won, IEEE Tran
sactions on Advanced Packaging, 29 (2003), pp. 367-374.
【非特許文献２】M. Drozdov, G. Gur, Z. Atzmon, W. Kaplan, “Detailed investigati
on of ultrasonic Al-Cu wire-bond: Microstructural evolution during annealing”, 
J Material Science, 43(2008),pp.6038-6048.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　これまで、銅ボンディングワイヤの用途は、トランジスタなどの個別半導体（ディスク
リートＩＣ）に限定されており、ＬＳＩ用途には実用化されておらず、実使用時の信頼性
などは十分に調査されていなかった。今後は、ＬＳＩ用途の厳しい信頼性基準で調査され
ることにより、Ｃｕ／Ａｌ接合部の長期信頼性の問題が懸念される。
【００１３】
　自動車用途に用いられる車載用ＬＳＩでは、より厳しい高温使用環境での信頼性が求め
られる。一般用途のＬＳＩの信頼性試験では１２５℃加熱が一般的であるが、車載用ＬＳ
Ｉでは１５０～１７５℃のより高温での信頼性が要求される。さらに将来的な要求では、
１８０～２５０℃の高温での信頼性も期待されている。
【００１４】
　銅ボンディングワイヤのＨＴＳ試験での接合部の信頼性では、銅ボンディングワイヤと
アルミ電極との接合部での強度低下などが問題となる。１２５℃程度の低温では問題ない
が、１５０～１７５℃の温度範囲で長期間加熱すると、上記のＣｕ／Ａｌ接合部での強度
の低下、電気抵抗の増加などの不良が問題となる。銅ボンディングワイヤの１５０～１７
５℃の温度範囲での接合信頼性が向上すれば、車載用ＬＳＩでの実用化が可能となる。
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【００１５】
　また車載用ＬＳＩでもエンジン周辺など厳しい環境で使用される場合は、高温と高湿の
組み合わせによる厳しい信頼性が求められる。銅ボンディングワイヤの接合部を用いてＰ
ＣＴ試験、ＨＡＳＴ試験を行うと、Ｃｕ／Ａｌ接合部での強度低下などがＡｕボンディン
グワイヤよりも短時間で発生することが最近になり懸念されている。
【００１６】
　本発明では、上述するような接合信頼性の問題を解決して、高温環境または高温高湿環
境でのボンディングワイヤの接合信頼性を向上して、金ボンディングワイヤよりも安価な
銅を主体とし、車載用ＬＳＩにも適用可能である半導体用銅ボンディングワイヤとその接
合構造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明の請求項１に係る発明は、銅ボンディングワイヤの先端に形成したボール部をア
ルミ電極に接合したボール接合部を介して半導体素子の電極に接続される銅ボンディング
ワイヤの接合構造であって、前記ボール接合部を１３０～２００℃のいずれかの温度で加
熱した後において、前記ボール接合部の断面におけるＣｕとＡｌで構成される金属間化合
物の厚さに対して、ＣｕＡｌ相の金属間化合物の厚さの割合である相対化合物比率Ｒ１が
、５０％以上１００％以下であることを特徴とする。
【００１８】
　本発明の請求項２に係る発明は、前記ボール接合部を前記温度の範囲で、かつ８５～１
００％のいずれかの相対湿度で加熱した後に、前記ボール接合部の断面におけるＣｕとＡ
ｌで構成される金属間化合物の厚さに対して、ＣｕＡｌ相の金属間化合物の厚さの割合で
ある相対化合物比率Ｒ２が、５０%以上１００％以下であることを特徴とする。
【００１９】
　本発明の請求項３に係る発明は、前記ボール接合部におけるＣｕとＡｌで構成される金
属間化合物の厚さに対して、Ｃｕ９Ａｌ４相およびＣｕＡｌ２相を有する金属間化合物の
厚さの総計の割合が、０％以上４０％未満であることを特徴とする。
【００２０】
　本発明の請求項４に係る発明は、前記ボール接合部に、Ｐｄ、Ａｕ、Ａｇの導電性金属
のうちいずれか１種以上の濃化層を有することを特徴とする。
【００２１】
　本発明の請求項５に係る発明は、前記ボール接合部に、Ｐｄ、Ａｕ、Ａｇの導電性金属
のうちいずれか１種以上と、ＣｕおよびＡｌにより構成される金属間化合物を有すること
を特徴とする。
【００２２】
　本発明の請求項６に係る発明は、前記ボール接合部に、Ｐｄ、Ａｕ、Ａｇの導電性金属
のうちいずれか１種以上を、総計濃度の最高が０．５～３０ｍｏｌ％の範囲で含有するＣ
ｕ合金層を有することを特徴とする。
【００２３】
　本発明の請求項７に係る発明は、先端に形成したボール部をアルミ電極に接合したボー
ル接合部を介して半導体素子の電極に接続される半導体用銅ボンディングワイヤであって
、前記ボール接合部の断面におけるＣｕとＡｌで構成される金属間化合物の厚さに対して
、ＣｕＡｌ相の金属間化合物の厚さの割合である相対化合物比率Ｒ１が、５０％以上１０
０％以下となることを特徴とする。
【００２４】
　本発明の請求項８に係る発明は、銅を主成分とする芯材と、前記芯材の上にＰｄ、Ａｕ
、Ａｇの導電性金属のうちいずれか１種以上を主成分とする外層とを有することを特徴と
する。
【００２５】
　本発明の請求項９に係る発明は、前記外層は、Ｐｄ、Ａｕ、Ａｇの導電性金属のうちい
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ずれか１種で構成される単一外層と、Ｐｄ、Ａｕ、Ａｇの金属のうちいずれか２種以上を
主成分とする合金外層とを有することを特徴とする。
【００２６】
　本発明の請求項１０に係る発明は、前記外層の厚さが、０．０１～０．４μｍの範囲で
あることを特徴とする。
【００２７】
　本発明の請求項１１に係る発明は、Ｐｄ、Ａｕ、Ａｇの導電性金属のうちいずれか１種
以上を０．１～３ｍｏｌ％の範囲で含有することを特徴とする。
【００２８】
　本発明の請求項１２に係る発明は、Ｐ、Ｓｉ、Ｂ、Ｇｅのうちいずれか１種以上を、０
．０００１～０．０３ｍｏｌ％の範囲で含有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明の半導体用銅ボンディングワイヤと接合構造により、材料費が安価で、Ａｌ電極
との接合部の長期信頼性に優れ、車載用ＬＳＩ用途にも適用することが可能となる。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　高温環境または高温高湿環境でのボンディングワイヤの接合信頼性に優れた銅ボンディ
ングワイヤについて鋭意調査した結果、銅ボンディングワイヤの先端に形成したボール部
をアルミ電極に接合したボール接合部を形成し、前記ボール接合部を特定の温度で加熱し
た後に、前記ボール接合部の断面に、ＣｕＡｌ相の金属間化合物を特定の厚さで形成し得
る銅ボンディングワイヤが、前記信頼性に優れるということを見出した。
【００３１】
　銅ボンディングワイヤの先端に形成したボール部をアルミ電極に接合したボール接合部
を形成し、前記ボール接合部を１３０～２００℃のいずれかの温度で加熱した後に、前記
ボール接合部の断面に有するＣｕとＡｌで構成される金属間化合物の厚さに対して、Ｃｕ
Ａｌ相の金属間化合物の厚さの割合を相対化合物比率Ｒ１とすると、Ｒ１が５０％以上１
００％以下となる接合構造が望ましい。前記接合構造を有する銅ボンディングワイヤであ
れば、高温環境または高温高湿環境の接合信頼性を高めることができる。ここでの金属間
化合物とは、２種以上の元素が一定の組成比で混合された中間相であり、結晶構造、格子
定数などが各元素とは異なる。加熱されたボール接合部におけるＣｕＡｌ相の相対化合物
比率Ｒ１を評価することで、半導体の実使用および信頼性試験などで金属間化合物が成長
した状態での接合信頼性をより正確に反映させることができる。
【００３２】
　銅ボンディングワイヤが接続された半導体の信頼性試験における不良形態は、銅ボンデ
ィングワイヤとアルミ電極とのボール接合部（以下、「Ｃｕ／Ａｌ接合部」ともいう）に
おける強度低下、電気抵抗の増加である。このＣｕ／Ａｌ接合界面（銅ボンディングワイ
ヤとアルミ電極との接合界面）での不良原因は、ボイド生成と腐食反応の２種類に分類で
きることを、本発明者らは明らかにした。
【００３３】
　ボイドとは微小な空隙（ボイド）のことであり、ボール部とＣｕとＡｌで構成される金
属間化合物との境界近傍に多数発生する。ボイド生成により接合強度の低下が顕著となり
、著しい場合には剥離にまで至る。ボイド生成の機構については十分に判明していないが
、原子の拡散に寄与する原子空孔（Ｖａｃａｎｃｙ）が集合したものと考えられ、金属間
化合物の成長と密接に関与している。
【００３４】
　金属間化合物の成長とボイドの生成・成長の関係について調査した結果、状態図で知ら
れているＣｕとＡｌで構成される金属間化合物の５種類の相の全てがボイド生成を誘発す
るのではないこと、特定の金属間化合物であるＣｕＡｌ相（組成比はＣｕ：Ａｌ＝１：１
）の成長促進がボイド生成の抑制に有効であることを見出した。ＣｕＡｌ相は成長速度の
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遅い金属間化合物相であるため、通常の銅ボンディングワイヤの接合界面では優先的に成
長することは少ない。前記のようなＣｕＡｌ相による作用が効果的に得られる銅ボンディ
ングワイヤは、上述のような条件でワイヤを処理して、ＣｕＡｌ相の相対化合物比率Ｒ１
が５０％以上となるようなものである。
【００３５】
　銅ボンディングワイヤとアルミ電極とのボール接合部に成長する、ＣｕとＡｌで構成さ
れる金属間化合物の主要な相はＣｕ９Ａｌ４相およびＣｕＡｌ２相であることが知られて
いる。非特許文献２には、最新のＴＥＭ解析技術を用いた観察において、同様の金属間化
合物の成長が報告されている。これらＣｕ９Ａｌ４相およびＣｕＡｌ２相と信頼性との因
果関係はこれまで不明であった。本発明者らは、その因果関係を精査した結果、上記２種
の金属間化合物がボイドの生成、特にボイドの粗大化を誘発することを確認した。その詳
細な機構はまだ不明であるが、これらの金属間化合物の成長により、化学量論性のずれに
よる高濃度の原子空孔が発生すること、ＣｕとＡｌの相互拡散速度のずれに伴うカーケン
ダル効果が大きいため、原子空孔が集合してボイドが粗大化することなどが関係すると考
えられる。
【００３６】
　ＣｕＡｌ相は、前述した原子空孔の発生、カーケンダル効果などを制御することにより
、ボイド生成を抑制できると考えられる。ＣｕＡｌ相は成長速度の遅い金属間化合物相で
ある。従来の銅ボンディングワイヤの接合界面ではＣｕＡｌ相を優先的に成長させること
は困難であり、高温加熱によりＣｕとＡｌで構成される金属間化合物の別の相が成長する
ことでボイドが生成した。ＣｕＡｌ相の成長を促進することで、高温加熱した時の接合信
頼性を向上することが可能である。即ち、銅ボンディングワイヤの先端に形成したボール
部をアルミ電極に接合したボール接合部を形成し、前記ボール接合部を１３０～２００℃
のいずれかの温度で加熱した後に、上述のようにＣｕＡｌ相の相対化合物比率Ｒ１が５０
％以上となるボール接合部であれば、高温加熱した時の接合信頼性を向上することが可能
となる。
【００３７】
　接合信頼性を向上するにはＣｕＡｌ相の成長の割合が重要であり、前記ボール接合部の
断面におけるＣｕＡｌ相の厚さの割合である相対化合物比率Ｒ１が５０％以上であれば、
ボイド生成を抑制することにより良好な接合信頼性が得られる。すなわち、この銅ボンデ
ィングワイヤは、通常の評価よりも厳しい車載用ＬＳＩ向けＨＴＳ試験の基準である、１
５０℃で３０００時間の加速試験において、接合断面でのボイド生成を抑制して、接合強
度が良好である接合信頼性を満足することが可能である。さらに、前記比率Ｒ１が７０％
以上であれば、より厳しい車載用ＬＳＩ向けの基準である１５０℃で４０００時間の接合
信頼性を満足することが可能である。
【００３８】
　半導体に加熱処理を施した後に、ボール接合部の金属間化合物の解析を行うことが効率
的である。銅ボンディングワイヤとＡｌ電極とのボール接合部における金属間化合物の成
長速度は遅いため、通常の半導体では金属間化合物相の解析が困難である。加熱処理を施
す利点として、金属間化合物の成長を促進することにより、金属間化合物相の解析精度が
向上すること、半導体の実使用および信頼性試験で要求される接合信頼性をより正確に把
握できることなどが挙げられる。
【００３９】
　本発明に係る１３０～２００℃のいずれかの温度の加熱であれば、金属間化合物の成長
を促進することが比較的容易となる。これは、１３０～２００℃の温度範囲であれば、接
合界面でのＣｕとＡｌ原子の相互拡散速度を助長できるためである。適正な温度および時
間は、半導体構造、信頼性の要求基準などにより、選定することが可能である。加熱雰囲
気は、大気または、Ｎ２、Ａｒなどの不活性ガスであり、湿度が飽和水蒸気圧以下である
乾燥雰囲気であることが望ましい。
【００４０】
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　好ましくは、樹脂封止しない加熱では１３０～２００℃のいずれかの温度、樹脂封止し
た加熱では１３０～１８５℃のいずれかの温度で、加熱時間は５０～２０００時間の範囲
が有効である（以下、ＨＴＳ評価条件と称する）。この温度範囲であれば、温度が上昇す
るほど金属間化合物の成長速度が速くなるため、短時間で相の解析が可能となり、評価の
効率が高められる。樹脂封止した試料での上限温度を１８５℃とした理由は、１８５℃を
超える高温で加熱した評価では、封止樹脂の変質が加速的に進行して、半導体に要求され
る本来の信頼性評価とは異なる不良機構が影響を及ぼすためである。以下に説明するＣｕ
／Ａｌ接合部に成長する金属間化合物、濃化層、Ｃｕ合金層などを評価する条件として、
特に説明がなくても、このＨＴＳ評価条件を利用していることとする。より好ましいＨＴ
Ｓ評価条件として、樹脂封止しない試料では１５０～２００℃で１００～７００時間、樹
脂封止した試料では１５０～１７５℃で２００～１０００時間の加熱であることが望まし
い。この加熱条件であれば、より短時間の加熱により、解析に十分な金属間化合物の厚さ
を確保できるため、効率的な評価が可能である。本発明に係るボール接合部の加熱につい
て、ボール接合部を樹脂封止された状態での加熱、あるいは樹脂封止しない状態での加熱
の両者とも利用できる。
【００４１】
　上記の加熱されたボール接合部での金属間化合物の分析を行う半導体に関して、ワイヤ
ボンディングされた状態であれば、実装工程での半導体の中間製品、出荷された半導体の
最終製品、又は電子機器に装着されて実際に使用されている半導体を用いることができ、
またその限りではない。前記中間製品とは、ワイヤボンディング工程の後の半導体のこと
であり、樹脂封止されていない試料、樹脂封止されて信頼性試験が行われていない試料、
信頼性試験が行われた試料などで例示される。即ち、接合界面に形成される金属間化合物
の濃度あるいは厚さは、前述したいずれの半導体を用いて、１３０～２００℃のいずれか
の温度で加熱した後にボール接合部の観察を行っても、本発明の範囲内であれば、その作
用効果を奏するものである。
【００４２】
　銅ボンディングワイヤの先端に形成したボール部をアルミ電極に接合したボール接合部
を形成し、前記ボール接合部を１３０～２００℃のいずれかの温度で、かつ８５～１００
％のいずれかの相対湿度（ＲＨ）で加熱した後に、前記ボール接合部の断面に有するＣｕ
とＡｌで構成される金属間化合物の厚さに対して、ＣｕＡｌ相の金属間化合物の厚さの割
合である相対化合物比率Ｒ２が、５０％以上１００％以下となる接合構造がより好ましい
。前記接合構造を有する銅ボンディングワイヤであれば、よりＣｕＡｌ相の成長を促進で
きるものであり、高温高湿の厳しい使用環境でのＣｕ／Ａｌ接合部の腐食を抑制して、信
頼性を更に向上することができる。ボール接合部の金属間化合物の成長を評価する加熱条
件として、１３０～２００℃、かつ８５～１００％ＲＨとした理由は、厳しい高温高湿環
境での信頼性の要求を満足するための加速評価として望ましいためである。高温高湿加熱
では、吸湿された水分が封止樹脂中の塩素の移動を助長することで腐食反応を加速させる
ことになり、前述した乾燥環境での高温加熱とは異なる不良機構による厳しい信頼性評価
を行うことができる。
【００４３】
　銅ボンディングワイヤを用いた半導体のＰＣＴまたはＨＡＳＴなどの高温高湿試験にお
いてボール接合部で接合強度の低下または電気抵抗の増加などが、最近になり問題視され
ている。これは、金ボンディングワイヤの接合部では不良が発生することはないことから
、銅ボンディングワイヤに特有の課題である。本発明者らが不良機構を詳細に検討したと
ころ、封止樹脂中に含有される塩素またはナトリウムなどが、接合界面に成長したＣｕ－
Ａｌ系の金属間化合物と化学反応を起こす腐食反応が原因であることを見出した。この腐
食不良は化学反応に支配されており、前記のボイド粗大化とは機構が異なる新たな不良現
象である。
【００４４】
　高温高湿加熱において成長するＣｕＡｌ相の成長促進が、ボール接合部の腐食反応の抑
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制に有効であることを見出した。高温高湿加熱で腐食不良を誘発する塩素またはナトリウ
ムなどに対して、ＣｕＡｌ相は腐食され難い相であるためと考えられる。これが、前記の
ＣｕＡｌ相の金属間化合物の厚さの割合である相対化合物比率Ｒ２に着目した理由である
。高温高湿加熱においてＣｕＡｌ相を優先的に成長させることで、実使用および信頼性試
験での接合信頼性をより向上することができる。
【００４５】
　ボール接合部の金属間化合物の成長を評価する加熱条件として、１３０～２００℃、か
つ８５～１００％ＲＨとした理由は、厳しい高温高湿環境での信頼性の要求を満足するた
めの加速評価として望ましいためである。
【００４６】
　好ましくは、前記ボール接合部を１３０℃の温度、かつ８５％の相対湿度で加熱した後
に、前記ボール接合部の断面におけるＣｕとＡｌで構成される金属間化合物の厚さに対し
て、ＣｕＡｌ相の金属間化合物の厚さの割合である相対化合物比率Ｒ２が、６０%以上１
００％以下であることが望ましい。温度１３０℃は、通常の封止樹脂のガラス転移温度と
同程度であるため実使用環境での不良を想定した評価に好適な温度条件ある。湿度８５％
ＲＨは、樹脂内部の吸水性の向上と樹脂表面の過剰な結露の抑制をバランスさせることで
、腐食不良の程度が半導体内部でばらつくのを抑えるのに好適な湿度条件である。従って
、１３０℃－８５％ＲＨの加熱条件（以下、ＵＨＡＳＴ評価条件と称する）は、金属間化
合物の成長と腐食反応を同時に進行させられるため、実使用または信頼性試験を再現する
のに適した加熱条件である。すなわち、前記Ｒ２を評価する高温高湿加熱条件は、温度１
３０℃、湿度８５％ＲＨがより望ましい。
【００４７】
　前記Ｒ２を評価するための加熱時間は１５０～１０００時間の範囲であれば、接合信頼
性を判定するのに十分な厚さの金属間化合物が成長する。好ましくは、２００～６００時
間の加熱であれば、相の同定など解析に十分な金属間化合物の厚さを確保でき、腐食反応
生成物などの生成を少なくすることで効率的な評価が可能である。
【００４８】
　ここで、１３０℃－８５％ＲＨの加熱条件は、バイアス無しのＨＡＳＴ試験に相当して
、ＵＨＡＳＴ評価（Ｕｎ-ｂｉａｓｅｄ　ＨＡＳＴ）として最近注目されている。従来の
金ボンディングワイヤで利用される高温高湿試験として、ＰＣＴ試験（１２１℃－１００
％ＲＨ、バイアスなし）、ＨＡＳＴ試験（１３０℃－８５％ＲＨ、バイアス負荷）などが
一般的である。ＰＣＴ試験条件では、信頼性データのばらつきが大きく、寿命評価の再現
性が劣ることが問題であり、ＨＡＳＴ評価ではバイアス負荷により加速係数が高く、実使
用の不良機構を再現していないことが懸念される。本発明者らは、銅ボンディングワイヤ
の信頼性に適した評価条件として、寿命のばらつきが小さく、信頼性を適切に評価できる
ＵＨＡＳＴ評価条件が有効であることを確認した。高温高湿加熱評価では、腐食不良を再
現評価するためにも、樹脂封止されたボール接合部を用いることが望ましい。
【００４９】
　前記相対化合物比率Ｒ２が５０％以上であることにより、ボール接合部の腐食の進行を
抑える高い効果が得られ、比較的信頼性要求の高い半導体での信頼性要求の目安となるＨ
ＡＳＴ試験（１３０℃－８５％ＲＨ、バイアス負荷）の１９２時間（８日間）加熱でも、
接合断面での腐食を抑制して、接合強度が良好であることを確認した。ＵＨＡＳＴ試験（
１３０℃－８５％ＲＨ、バイアスなし）では３００時間の加熱に相当する。さらに、Ｒ２
が７０％以上であれば、さらに厳しい基準である３３６時間（１４日間）のＨＡＳＴ試験
でも、良好な接合信頼性を満足することが可能である。これはＵＨＡＳＴ試験では５００
時間の加熱に相当する。
【００５０】
　前記条件で加熱した後において、前記ボール接合部におけるＣｕとＡｌで構成される金
属間化合物の厚さに対して、Ｃｕ９Ａｌ４相およびＣｕＡｌ２相を有する金属間化合物の
厚さの総計の割合が、０％以上４０％未満であることを特徴とする接合構造であることが
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望ましい。ここでの加熱とは、前記条件である１３０～２００℃のいずれかの温度での加
熱、あるいは１３０～２００℃のいずれかの温度で、かつ８５～１００％のいずれかの相
対湿度での加熱である。Ｃｕ９Ａｌ４相およびＣｕＡｌ２相を有する金属間化合物の厚さ
の総計の割合（Ｒ３、Ｒ４）に関して、前者の加熱条件での該割合をＲ３、後者の加熱条
件での該割合をＲ４と便宜上区別する。
【００５１】
　Ｃｕ／Ａｌ接合部での不良機構について鋭意調査した結果、ボイド生成、腐食反応に関
与するのはＣｕとＡｌで構成される金属間化合物のなかでも特定の相であり、なかでもＣ
ｕ９Ａｌ４相およびＣｕＡｌ２相がボイドを生成したり、腐食され易いことが原因である
ことを見出した。すなわち、Ｃｕ９Ａｌ４相およびＣｕＡｌ２相がボイド、腐食に関与す
る主な相であり、これらの相成長を抑えることでボール接合部の信頼性を向上させる効果
を高められる。前述したＣｕＡｌ相の成長促進に加えて、前記条件で加熱したときのＣｕ

９Ａｌ４相およびＣｕＡｌ２相の成長抑制を組み合わせることで、特にボイド、腐食を抑
制するより高い相乗効果が得られる。
【００５２】
　前記ボール接合部を１３０～２００℃のいずれかの温度で加熱したときに、ボール接合
部におけるＣｕとＡｌで構成される金属間化合物の厚さに対して、Ｃｕ９Ａｌ４相および
ＣｕＡｌ２相を有する金属間化合物の厚さの総計の割合Ｒ３が、０％以上４０％未満であ
る接合構造であれば、ボイド生成をさらに抑制する優れた効果が得られるため、高温接合
信頼性がさらに向上する。高温加熱されたときのＣｕ９Ａｌ４相およびＣｕＡｌ２相の成
長がボイドの粗大化を助長しているためと考えられる。前述したＣｕＡｌ相の成長促進に
加えて、１３０～２００℃のいずれかの温度で加熱したときのＣｕ９Ａｌ４相およびＣｕ
Ａｌ２相の成長抑制を組み合わせることで、ボイド生成を抑制する相乗効果が得られる。
Ｒ３が４０％未満であれば、厳しい車載用ＬＳＩ向けの基準となる１５０℃で４０００時
間加熱したＨＴＳ試験で良好な接合信頼性が可能である。好ましくは、１５％未満であれ
ば、さらに厳しい車載用ＬＳＩ向けの基準である４５００時間のＨＴＳ試験でも高い接合
信頼性を満足することが可能である。
【００５３】
　前記ボール接合部を１３０～２００℃のいずれかの温度で、かつ８５～１００％のいず
れかの相対湿度で加熱したときに、ボール接合部におけるＣｕとＡｌで構成される金属間
化合物の厚さに対して、Ｃｕ９Ａｌ４相およびＣｕＡｌ２相を有する金属間化合物の厚さ
の総計の割合Ｒ４が、０％以上４０％未満である銅ボンディングワイヤであれば、ボール
接合部の腐食をさらに抑制する優れた効果が得られるため、高温高湿接合信頼性がさらに
向上する。好ましくは、前述した加熱条件である、１３０℃－８５％ＲＨであるＵＨＡＳ
Ｔ評価条件が望ましい。このＵＨＡＳＴ評価条件であれば、Ｃｕ９Ａｌ４相およびＣｕＡ
ｌ２相の成長と腐食を同時に再現できるため、Ｒ４の評価の精度、効率をより向上するこ
とができる。
【００５４】
　Ｒ４が４０％未満であれば、厳しい車載用ＬＳＩ向けの基準となる２８８時間（１２日
間）のＨＡＳＴ試験において、良好な接合信頼性を満足することが可能である。好ましく
は、１５％未満であれば、さらに相当厳しい車載用ＬＳＩ向けの基準である４０８時間（
１７日間）のＨＡＳＴ試験でも、良好な接合信頼性を満足することが可能である。
【００５５】
　上記接合構造において、ボール接合部にＰｄ、Ａｕ、Ａｇの導電性金属のうちいずれか
１種以上の濃度が高い濃化層を有する接合構造であることが望ましい。ここでの濃化層を
評価する試料は、１３０～２００℃のいずれかの温度での加熱、または前記温度で８５～
１００％ＲＨでの加熱などの状態のいずれでも構わない。前記銅ボンディングワイヤであ
れば、ボール接合部におけるＣｕＡｌ相の相対化合物比率を制御することで、今後の車載
用ＬＳＩ向けの信頼性基準である１７５℃で３０００時間のＨＴＳ試験での接合信頼性を
向上できる。ボール接合部に形成されたＰｄ、Ａｕ、Ａｇの濃化層の役割は、ＣｕとＡｌ
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原子の相互拡散速度を調整して、ＣｕＡｌ相の成長を促進すること、ボイド粗大化を抑制
することなどが考えられる。ＣｕおよびＡｌよりも貴な金属であるＰｄ、Ａｕ、Ａｇの濃
化層であれば、酸化されることも少ないため、腐食性ガス、イオンなどの接合界面近傍で
の移動などを抑えるプロテクト効果も期待できる。
【００５６】
　前記濃化層とは、ボール接合部の中心部における導電性金属の濃度よりも相対的に濃度
が高い領域のことである。ボール接合部の界面近傍に濃化層が存在することで信頼性を向
上する作用が高められる。また界面から少し離れたボール内部に濃化層が存在しても、該
濃化層から前記導電性金属が拡散により界面に供給されることで信頼性を高めることが可
能である。好ましくは、濃化層に含まれる導電性金属の濃度が、ボール接合部の中心部の
濃度に比べて１．２倍以上であれば、濃化層の高い効果が得られる。より好ましくは、該
比率が２倍以上であれば、濃化層による改善効果をさらに高めることができる。ボール接
合部の界面または表面における濃化の形態が、層状に形成されている場合が多いことら、
本願では濃化層と称する。濃化層は、必ずしも連続的な層状の形態に限定されるわけでは
なく、濃化層の一部が不連続（断続的）に形成される形態も含む。濃化層で導電性金属の
存在状態に関して、Ｃｕ中に前記導電性金属が固溶する状態、前記導電性金属の１種以上
とＣｕおよびＡｌにより構成される金属間化合物のいずれでも構わない。
【００５７】
　濃化層に関して、前記導電性金属を総計した最高濃度が０．１～３０ｍｏｌ％、厚さが
０．１～１５μｍの範囲であることが望ましい。これは最高濃度が０．１ｍｏｌ％未満で
は信頼性の改善効果が小さく、３０ｍｏｌ％を超えるとボール部が硬化してチップ損傷を
与えることが懸念されるためである。好ましくは、０．５～１２ｍｏｌ％であれば、１５
０℃以下の低温接合した試料でも初期の接合強度を高めることができるため、ＢＧＡ、Ｃ
ＳＰ等の樹脂基板の接続に有利である。濃化層の厚さが０．１μｍ以上であれば上述した
信頼性を向上する効果が得られ、１５μｍを超えるとチップ損傷を与えることが懸念され
る。好ましくは、濃化層の厚さが０．５～１０μｍの範囲であれば、高温加熱でのボール
接合部の寿命を延長させるより高い効果が得られる。
【００５８】
　上記接合構造において、加熱評価されたボール接合部に、Ｐｄ、Ａｕ、Ａｇの導電性金
属のうちいずれか１種以上と、ＣｕおよびＡｌにより構成される金属間化合物（以下、「
多元素金属間化合物」と称す）を有する接合構造であることが望ましい。前記多元素金属
間化合部が形成される場所は、ボール接合部の界面近傍であることが望ましい。多元素金
属間化合物の一例として、Ｃｕ－Ａｌ－Ｐｄ、Ｃｕ－Ａｌ－Ａｕなどの３種で構成される
場合、Ｃｕ－Ａｌ－Ｐｄ－Ａｇ、Ｃｕ－Ａｌ－Ｐｄ－Ａｕなどの４種類で構成される場合
などが例示される。また、ＣｕとＡｌで構成される金属間化合物が前記導電性金属を固溶
する場合も多元素金属間化合物に含める。こうした多元素金属間化合物をボール接合部に
形成させる接合構造であれば、高温高湿環境でのＣｕ／Ａｌ接合部の腐食を抑制する効果
を増進することにより、ＨＡＳＴ試験の４８０時間（２０日間）の接合信頼性をさらに向
上できる。この基準は、ＵＨＡＳＴ試験の６００時間（２５日間）にほぼ相当する。前記
多元素金属間化合物は、ＣｕとＡｌ原子の相互拡散のバリア機能を有することにより、Ｃ
ｕＡｌ相の安定成長を促進すると共に、腐食される可能性の高いＣｕ９Ａｌ４相およびＣ
ｕＡｌ２相の成長を抑制する効果が高い。さらに多元素金属間化合物の独自の作用として
、塩素およびナトリウムなどの接合界面への侵入を防ぐことが考えられ、これが腐食抑制
効果を増進させる働きをしている。
【００５９】
　多元素金属間化合物に含まれる前記導電性金属を総計した最高濃度が０．５～２０ｍｏ
ｌ％であることが望ましい。ここで、０．５ｍｏｌ％以上であれば上記の高い腐食抑制効
果が得られ、２０ｍｏｌ％を超えると上記加熱後にアルミ電極の下にダメージを与えるこ
とが懸念されるためである。多元素金属間化合物の厚さは０．０２～３μｍの範囲である
ことが望ましい。上記濃度範囲の領域の厚さが０．０５μｍ以上であれば上述した信頼性
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を向上する効果が得られ、３μｍを超えるとチップ損傷を与えることが懸念される。好ま
しくは０．０５～２μｍの範囲であれば、アルミ電極の膜厚が０．７μｍ以下の薄い場合
にも高温高湿での接合信頼性を向上することが可能である。
【００６０】
　上記接合構造において、Ｐｄ、Ａｕ、Ａｇの導電性金属のうちいずれか１種以上を、総
計濃度の最高が０．５～３０ｍｏｌ％の範囲で含有するＣｕ合金層を有する接合構造であ
ることが望ましい。ここでのＣｕ合金とは、前記導電性金属がＣｕ中に固溶されている状
態であり、結晶構造はＣｕと同じ面心立方構造のままである。即ちＣｕ合金は、前述した
金属間化合物とは明らかに異なる。この接合構造であれば、封止樹脂のガラス転移温度を
超えた２００℃の高温で１０００時間のＨＴＳ試験での接合信頼性を向上できる。これは
エンジン周辺に用いられる車載用ＬＳＩの厳しい信頼性基準に相当する。前記Ｃｕ合金層
がＣｕの拡散を調整する機能を有することで、ボイド生成を抑制する効果が増進するため
と考えられる。Ｃｕ合金層が形成される場所は、接合部界面近傍であれば信頼性を向上さ
せる高い効果が得られるが、ボール接合部の内部に存在しても構わない。
【００６１】
　前記Ｃｕ合金層に含まれる前記導電性金属を総計した最高濃度が０．５～３０ｍｏｌ％
であることが望ましい。ここで、０．５ｍｏｌ％以上であれば上記の高いボイド抑制効果
が得られ、３０ｍｏｌ％を超えると隣接する金属間化合物との熱膨張差などによりボール
部の外周近傍に亀裂が発生することが懸念されるためである。好ましくは、０．５～１２
ｍｏｌ％であれば、低温での接合性、小ボール接合性なども良好である。Ｃｕ合金層の厚
さは０．１μｍ以上であることが好ましい。ここで、０．１μｍ以上であれば上述した信
頼性を向上する効果が得られる。好ましくは１μｍ以上であれば、アルミ電極の膜厚が１
．８μｍ以上の厚い場合にも高温での接合信頼性を向上することが可能である。Ｃｕ合金
層の厚さの上限はボール接合部の圧着高さの６０％以下、またＣｕ合金層の厚さの上限が
ボール直径の４０％以下であれば、接合性等に悪影響を及ぼすことなく、良好な接合性が
確保される。
【００６２】
　上記銅ボンディングワイヤの線径は１０～７５μｍの範囲であることが望ましい。好ま
しくは１０～３０μｍの範囲であれば高密度実装での信頼性向上に有効であり、より好ま
しくは１２～２５μｍの範囲であれば、狭ピッチ接続および複雑なループ制御、樹脂封止
時のワイヤ変形の低減などの性能向上と作業性維持を両立できる。ボール接合部のサイズ
では、ボール接合部の直径の平均値が線径の１．２～３．５倍の範囲であれば、良好な接
合信頼性を確保することができる。好ましくは、１．４～３倍の範囲であれば、連続ボン
ディングでの量産歩留りを向上でき、より好ましくは、１．５～２．５倍の範囲であれば
、ＢＧＡ基板での低温接合における接合信頼性を向上することが容易となる。
【００６３】
　接合相手となるアルミ電極の材質が、純ＡｌまたはＡｌ合金であれば、良好な接合信頼
性を確保することができることを確認した。ここでＡｌ合金とは、Ａｌ－１％Ｓｉ、Ａｌ
－０．５％Ｃｕ、Ａｌ－１％Ｓｉ－０．５％Ｃｕなどで例示されるが、その限りではない
。前記アルミ電極の膜厚は、０．４～４μｍの範囲であることが望ましい。好ましくは、
０．５～２μｍの範囲であれば、接合部周囲にアルミが掃出される不良（スプラッシュ不
良）を低減することで、接合性および信頼性を向上することができる。また、前記アルミ
電極の下部構造は、金属膜、誘電膜、酸化膜などからなる複層構造であっても、良好な接
合信頼性が確保できることを確認した。
【００６４】
　接合界面に成長する金属間化合物の相同定には、ＴＥＭ（Transmission Electron Micr
oscope）の電子線回折または濃度解析手法が有効である。金属間化合物、濃化層、Ｃｕ合
金層などの濃度解析手法では、接合断面においてＥＰＭＡ（Electron Probe Microanalys
er）、ＥＤＸ（Electron Probe MicroAnalyser）、ＡＥＳ（Auger Electron Spectroscop
y）等を用いて点分析又は線分析する手法が利用できる。特に拡散が十分でなく上記の相
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の厚さが薄い場合には、ＡＥＳまたは高分解能ＴＥＭ解析などが有効であり、微小領域で
の分析精度を向上できる。ボール接合部の界面の分析には、ＡＥＳ、ＥＰＭＡ、ＥＤＸ、
ＴＥＭなどの装置を利用した。濃化の場所が特定できない場合などには、接合界面の近傍
における線分析が望ましい。濃化層の位置が明確である場合には、点分析は簡便な手法で
ある。点分析で濃化の有無を評価するためには、濃化領域と、ボール接合部の内部で接合
界面から十分離れた領域との少なくとも２箇所で分析することが望ましい。また界面の生
成物の厚さの評価は、主にＡＥＳ、ＥＰＭＡ、ＥＤＸによる線分析による測定、あるいは
ＳＥＭ（Scanning Electron Microscope）、ＴＥＭ、光学顕微鏡などで撮影した写真を用
いた測定が可能である。
【００６５】
　前述した金属間化合物、濃化層、化合物などの存在、厚さなどを調査する接合界面の部
位に関しては、ボール接合部の断面の両端近傍を除いた中央領域であることが望ましい。
ここでの中央領域とは、ボール接合断面の中心線をはさんで７０％の領域、言い換えると
ボール接合断面のそれぞれの両端の各１５％を除外した領域に該当する。この理由は、前
記中央領域がボール接合部の信頼性を支配していること、ボール接合の両端部では接合部
外周のアルミ電極からのＡｌ原子の拡散が影響して、金属間化合物の成長などが前記中央
領域とは異なること、などに基づく。
【００６６】
　本発明の半導体用銅ボンディングワイヤは、上述のように、アルミ電極に接合したボー
ル接合部の断面においてＣｕＡｌ相の相対化合物比率Ｒ１が５０％以上１００％以下とな
るものであればよく、以下にその例を述べる。
【００６７】
　前記熱処理でＲ１が上記の範囲となる銅ボンディングワイヤの1つの例は、銅を主成分
とする芯材と、前記芯材の上にＰｄ、Ａｕ、Ａｇの導電性金属のうちいずれか１種以上を
有する主成分とする外層とを有する半導体用銅ボンディングワイヤである。以下、芯材と
外層とを有する銅ボンディングワイヤを総称して、複層銅ボンディングワイヤとする。こ
こで、主成分とは、濃度が５０ｍｏｌ％以上の場合に相当する。
【００６８】
　上記の複層銅ボンディングワイヤの中で、Ｒ１が上記の範囲になる複層銅ボンディング
ワイヤは、ＣｕＡｌ相の成長を促進し易く、接合信頼性に優れるという効果が得られる。
さらに、Ｒ１が上記の範囲になる複層銅ボンディングワイヤは、Ｃｕ９Ａｌ４相およびＣ
ｕＡｌ２相の成長を抑えることができ、前述した導電性金属の濃化層、前記多元素金属間
化合物、前記Ｃｕ合金層などの成長を促進することができるので、接合信頼性に優れてよ
り一層高い効果を得ることができる。加えて、複層銅ボンディングワイヤでは、ワイヤ表
面の酸化を抑制して製品寿命を増加させることができる。さらに、複層銅ボンディングワ
イヤでは、外層厚さ、組成、構造等を適正化することで、ワイヤ表面の酸化を抑制して製
品寿命を増加させる効果、チップ損傷を低減する効果などを得ることができる利点がある
。一方、従来の単層構造の銅ボンディングワイヤでは、Ｒ１が上記の範囲に入るものでは
ない。従来の単層構造の銅ボンディングワイヤで、Ｒ１が上記の範囲に入るようにしよう
とすると、即ち、ＣｕＡｌ相など特定の金属間化合物の成長を促進するようにしようする
と、ワイヤ中の合金元素の添加濃度を増加させるという方法が考えられるが、実際には添
加濃度を増加するとボール接合部が出来ないものになってしまう。これは、ボール部が硬
化して接合時にチップ損傷を与えるからである。
【００６９】
　前記外層は、Ｐｄ、Ａｕ、Ａｇの導電性金属のうちいずれか１種以上を主成分とし、Ｒ
１を上記の範囲内とすることで、ＣｕＡｌ相の成長を促進して接合信頼性を高める顕著な
効果が得られると同時に、ボール接合時の変形を等方的にすることでボール接合形状を真
円化することができる。好ましくは、外層がＰｄを含有することにより、ボール接合形状
を真円化する効果をより高めることができる。
【００７０】



(14) JP 2011-159894 A 2011.8.18

10

20

30

40

50

　外層を構成する元素数で整理すると、前記導電性金属の１種により構成される単一外層
の場合、前記導電性金属のうち２種以上による合金外層の場合、または前記の単一外層と
合金外層の両者による混合型外層の場合のいずれでも、Ｒ１を上記の範囲内とすることで
、ＣｕＡｌ相の成長を促進してボール接合部の信頼性を向上することが可能である。それ
ぞれの特徴として、単一外層であれば接合界面での前記濃化層の形成が促進され、合金外
層では前記多元素金属間化合物の形成が促進される傾向があることも確認された。さらに
、合金外層が前記導電性金属のうち２種以上の濃度勾配を有することにより、低温でのウ
ェッジ接合強度の増加、高段差接続でのワイヤ倒れによるリーニング不良の低減などにも
有利となる。
【００７１】
　前記外層の厚さは０．０１～０．４μｍの範囲であることが望ましい。これは良好なウ
ェッジ接合性が得られ、ボール接合性の向上効果も高められるためである。厚さが０．０
１μｍ未満では、銅ボンディングワイヤの表面酸化を抑制が不十分となったり、それによ
って十分な接合信頼性が得られなかったりする場合がある。一方、厚さが０．４μｍ超で
は、ボール部が硬化してチップ損傷を与えることが懸念される。好ましくは、外層の厚さ
が０．０２～０．３μｍの範囲であれば、低温接合でのウェッジ接合強度を増加させる効
果を増進できる。より好ましくは、外層の厚さが０．０４～０．２μｍの範囲であれば、
線径１８μｍ以下の細線での表面酸化の抑制とウェッジ接合性の向上を両立することで、
４５μｍ以下の狭ピッチ接合の生産性向上に有効である。
【００７２】
　芯材と外層の間に、ワイヤ径方向に濃度勾配を有する拡散層を形成することが望ましい
。拡散層を形成することで、両立が難しいとされていたループ制御性とウェッジ接合性を
同時に高める効果が得られる。拡散層とは、芯材を構成する元素と外層を構成する元素の
両者が逆方向に相互拡散する過程で形成される。すなわち、前記拡散層は、Ｐｄ、Ａｕ、
Ａｇの導電性金属のうちいずれか１種以上の元素とＣｕとにより構成される。好ましくは
、拡散層がワイヤ径方向に濃度勾配を有することで、芯材と外層の密着性と、複雑な塑性
変形を受けるループ時の制御性を同時に向上できる。本発明における拡散層の定義では、
密着性、強度、ルーピング性、接合性等の性能、又は生産性等の観点から判断して、前記
導電性金属の検出濃度が１０～５０ｍｏｌ％の領域とする。この濃度域の拡散層であれば
、前記濃度が低く、外層と芯材の両者とは異なる役割を果たすためである。また、外層と
は、前記導電性金属の検出濃度が５０ｍｏｌ％以上の高濃度の部位に相当する。ここでの
外層、拡散層での濃度について、外層と芯材を構成する金属元素を総計した濃度比率を用
いており、表面近傍のＣ、Ｏ、Ｎ、Ｈ、Ｃｌ、Ｓ等ガス成分、非金属元素等は除外して計
算した濃度値を用いている。
【００７３】
　拡散層の厚さは、０．００２～０．２μｍの範囲であることが望ましい。０．００２μ
ｍ未満であればループ制御を安定化する効果が小さく、０．２μｍを超えるとボール接合
部の偏芯、異形などが発生することが問題となるためである。好ましくは、０．００２～
０．０８μｍの範囲であれば、ループ制御性を向上するより高い効果が得られる。
【００７４】
　前記外層は、Ｐｄ、Ａｕ、Ａｇの導電性金属のうちいずれか１種で構成される単一外層
と、前記導電性金属のうちいずれか２種以上を主成分とする合金外層とを有する複層銅ボ
ンディングワイヤであることが望ましい。これは前記の混合型外層に相当する。この単一
外層と合金外層の両者で形成されることにより、高ループ形成時などの不良モードである
リーニング性を改善できる。多ピンでの多段接続（Ｍｕｌｔｉ-Ｔｉｅｒ Ｂｏｎｄｉｎｇ
）では、ループ高さの高いループ形成時にネック近傍でワイヤが倒れるリーニング不良を
改善することが期待されている。
【００７５】
　好ましくは、混合型外層の構成について、最表面の合金外層が単一外層を覆う構造であ
ることが望ましい。この合金外層／単一外層／芯材の構成であれば、リーニング性を向上
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する高い効果が得られる。表面の合金外層は、ボール溶融の熱影響による再結晶粒の粗大
化を抑える役割を果たし、内部の単一外層は、ループ形成時の不均一な歪みの残留などに
よる変形の不均一性を低減する役割を分担しているためと考えられる。より好ましくは、
合金外層の内部および合金外層と単一外層の界面において、前記導電性金属の２種以上の
元素が濃度勾配を有することにより、リーニングの抑制効果を特段に高めることが可能で
ある。この濃度勾配により、ループ形成時の外力を緩和する効果が高まり、リーニングの
抑制効果がより一層高まるためと考えられる。元素の組み合わせでは、特に、単一外層が
Ｐｄで、合金外層がＰｄとＡｕの合金であるケース、または、単一外層がＰｄで、合金外
層がＰｄとＡｇの合金であるケースなどでは、上記のリーニングを抑制する特段の高い効
果が確認された。合金外層と単一外層のそれぞれの厚さは特に限定はないが、単一外層の
厚さが合金外層の厚さの２倍以上であれば、安定した改善効果が得られる。
【００７６】
　複層銅ボンディングワイヤにおいて、上記熱処理でＲ１が５０％～１００％の範囲とな
る銅ボンディングワイヤとするためには、芯材と外層を形成する被覆工程および熱処理工
程などボンディングワイヤ製造条件の適正化が有効である。銅ボンディングワイヤとＡｌ
電極の接合信頼性が半導体用途の厳しい要求に応えるためには、単に信頼性の平均値を高
めることだけでは不十分であり、加速試験での不良率をｐｐｍオーダまで低減するための
、ばらつき抑制が重要となる。大量生産レベルでボール接合部のばらつきを抑えて安定化
させることができる銅ボンディングワイヤが必要となる。即ち、上記ボール接合部の断面
におけるＣｕＡｌ、Ｃｕ９Ａｌ４およびＣｕＡｌ２相に関する相対化合物比率Ｒ１、Ｒ２
、Ｒ３、Ｒ４を制御するためには、ボール接合部でのＣｕとＡｌの拡散を接合界面全体に
均一に起こすことが重要なポイントとなる。言い換えると、接合界面での不安定因子をで
きる限り管理するための、銅ボンディングワイヤの製造技術が求められる。例えば、外層
と芯材の界面の均一性、密着性を向上すること、あるいは外層の表面粗度の低減、外層内
に混入する不純物の低減などを行うことにより、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、及びＲ４を本発明の
範囲にすることができ、その結果、ボール接合部の拡散を制御する機能が高められ、接合
信頼性を安定して向上させる効果を発現できる。
【００７７】
　前記複層銅ボンディングワイヤに関して、Ｒ１に影響を及ぼす主なワイヤの材料ファク
ターは、外層の厚さおよびその均一性、不純物成分および濃度、加工歪み、表面粗度、外
層と芯材との界面の密着性および均一性などが関与する。Ｒ１を増加させるためには、例
えば、外層の厚さが大きくなること、不純物を低減すること、外層と芯材との界面の密着
性および均一性を向上すること、拡散層を均一に形成することなどが有効である。前記材
料ファクターを適宜組み合せることにより、Ｒ１を本発明の範囲である５０％～１００％
にすることがより容易となる。好ましくは、外層と芯材との界面の密着性および均一性を
向上することにより、Ｒ１を本発明の好ましい範囲である７０％～１００％にすることが
より容易となり、外層の厚さを大きくしたりその厚さの均一性を促進することにより、Ｒ
２を本発明の範囲である５０％～１００％にすることが容易となる。
【００７８】
　前記複層銅ボンディングワイヤに関して、Ｒ３に影響を及ぼすワイヤの材料ファクター
は、Ｒ１とほぼ同様である。なかでも不純物成分およびそれらの濃度を抑制することで、
Ｒ１が増加する傾向にある。特に、不純物の中でもメッキ液、有機物の残留、水素ガス成
分などを抑制することが、Ｒ３を本発明の範囲である０％以上４０％未満にするのに有効
である。好ましくは、残留する有機物を抑制することが、Ｒ３を本発明の好ましい範囲で
ある０％以上４０％未満に制御するのに有効であり、水素ガス成分を抑制することが、Ｒ
４を本発明の範囲である０％以上４０％未満に安定制御するのに有効である。
【００７９】
　以下に、Ｒ１を本発明の範囲内にする、更にはＲ２～Ｒ４も上記の特定の範囲内とする
複層銅ボンディングワイヤを製造するプロセス条件の一例を説明する。具体的には、芯材
の作製、外層の被覆、伸線加工、熱処理などの工程に分けて、プロセス条件および前述し
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た材料ファクターとの関係などを後述するが、この限りではない。さらに、下記のプロセ
ス条件を適宜組合わせることで、Ｒ１～Ｒ４を制御する効果がより高められる。
【００８０】
　Ｃｕの芯材を準備する工程において芯材表面の平滑性の向上、あるいは表面酸化膜を抑
制することで、芯材と外層との密着性を向上させて、接合信頼性を向上する銅ボンディン
グワイヤの製造が可能となる。こうして製造された銅ボンディングワイヤであれば、外層
を構成する導電性金属がボール表面および内部に均等に分布させて、ボール接合部でのＣ
ｕとＡｌ原子の拡散が安定化するので、Ｒ１を５０％～１００％の範囲とする銅ボンディ
ングワイヤの製造が可能となる。
【００８１】
　銅の芯材の表面にメッキ法、蒸着法などにより外層を被覆する工程では、外層内に混入
する不純物を低減することが必要である。外層内にメッキ液、有機物の残留、水素などガ
ス成分の固溶などを厳しく管理することにより、アーク放電によりボール形成するときの
外層と芯材の溶融、混合を安定化させることで、接合信頼性を向上する銅ボンディングワ
イヤの製造が可能となる。こうして製造された銅ボンディングワイヤであれば、外層を構
成する導電性金属がボール表面および内部に均等に分布し、ボール接合部でのＣｕとＡｌ
原子の拡散が安定化するので、Ｒ１を５０％～１００％の範囲とする銅ボンディングワイ
ヤの製造が可能となる。さらに、メッキ液、有機物の残留を低減することが、拡散を阻害
する要因を抑えることになり、Ｃｕ９Ａｌ４相およびＣｕＡｌ２相の成長を抑制するため
、Ｒ３を本発明の範囲である０％以上４０％未満にするのに有効である。好ましくは、外
層に残留する有機物を低減することが高温環境における拡散を阻害する要因を抑えること
になり、Ｒ３の好ましい範囲である０％以上４０％未満にするのに有効であり、また、水
素などガス成分を低減することが、温度１３０℃かつ相対湿度８５％などの高温高湿環境
における拡散を阻害する要因を抑えることになり、Ｒ４を０％以上４０％未満の範囲にす
るのに有効となる。
【００８２】
　外層を芯材の表面に被覆した後の伸線加工では、加工速度の安定制御、伸線で銅ボンデ
ィングワイヤ中に導入される加工歪の均一化などを管理することが有効である。これによ
り、円周方向、ワイヤ長手方向に外層の厚さを均一化すること、または、外層と芯材の界
面の均一性を向上することにより、結果として、ボールの真球性、表面平滑性を促進して
、接合信頼性を向上する銅ボンディングワイヤの製造が可能となる。こうして製造された
銅ボンディングワイヤであれば、ボールの真球性、表面平滑性を安定化させ、アルミ電極
の酸化膜を破壊して接合界面全体での金属接合を促進して拡散を均一化させることができ
、Ｒ１を５０％～１００％の範囲とするのに有効である。また、外層の厚さを均一化する
ことが、外層を構成する導電性金属をボール内部に均等な分布を促進することになり、結
果として、接合後の温度１３０℃かつ相対湿度８５％などの高温高湿環境におけるＣｕと
Ａｌの拡散を促進することで、Ｒ２を５０％～１００％の範囲とするのに有効である。
【００８３】
　銅ボンディングワイヤの加工途中または最終線径などで施される熱処理工程においても
、加熱雰囲気、加熱温度・時間、冷却方法などを管理することによって、接合信頼性を向
上する銅ボンディングワイヤの製造が可能となる。こうして製造された銅ボンディングワ
イヤであれば、外層の内部に含有するガス濃度、表面粗度、外層と芯材との界面の密着性
、拡散層の形成などを制御することにより、ボール接合部の界面近傍での前記導電性金属
の分布、拡散などを制御して、Ｒ１を５０％～１００％の範囲とすることに有効である。
また、高温高湿環境におけるＣｕとＡｌの拡散を促進することが容易となり、Ｒ２を５０
％～１００％の範囲とすることも可能である。さらに、拡散を阻害する要因を抑える効果
も高いので、Ｒ３を本発明の範囲である０％以上４０％未満にすることも可能である。
【００８４】
　単層構造の銅ボンディングワイヤ（以下、「単層銅ボンディングワイヤ」という）でも
、Ｐｄ、Ａｕ、Ａｇの導電性金属のうちいずれか１種以上を含有する銅合金とし、Ｒ１を
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５０％～１００％の範囲とすれば、ＣｕＡｌ相の成長を促進して接合信頼性を向上するこ
とが可能である。前記の複層銅ボンディングワイヤでは、外層の形成など製造コストの増
加、品質を安定化させる材料開発などが必要となるのに対して、上記の導電性金属を含有
する単層銅ボンディングワイヤであれば、製造が比較的容易であることが利点である。
【００８５】
　上記銅ボンディングワイヤのなかでも、前記導電性金属のうちいずれか１種以上を０．
１～３ｍｏｌ％の範囲で含有する銅ボンディングワイヤであることが望ましい。この濃度
範囲であれば、ボール接合部のシェア強度を向上することができる。ダメージを受けやす
い電極構造などで荷重・超音波などの条件範囲に制約がある場合などにも、この濃度範囲
であれば対応可能である。前記導電性金属は、複層銅ボンディングワイヤまたは単層銅ボ
ンディングワイヤのどちらでも、ワイヤを溶融して形成されるボール部の内部に導電性金
属が固溶されるため、シェア強度に影響する。前記導電性金属は、０．１ｍｏｌ％未満で
は接合信頼性を向上する効果が小さく、３ｍｏｌ％を超えると、シェア強度が低下する傾
向にあり、それを抑制する接合条件の範囲が狭くなり、量産性が低下することが懸念され
る。前記導電性金属の濃度の総計が０．３～２ｍｏｌ％の範囲であれば、接合信頼性を向
上する効果に加えて、ボール接合時の荷重・超音波振動などの接合条件の適正化によりメ
タルリフト不良を抑えることも可能である。最近のＬＳＩの電極構造ではｌｏｗ－ｋ膜が
使用されており、接合時にメタルリフト不良と呼ばれる電極膜の剥離が生じることが問題
となる。このメタルリフト不良は、前記のチップダメージよりも敏感である。０．３ｍｏ
ｌ％未満では接合信頼性を向上する効果が小さく、２ｍｏｌ％を超えると、メタルリフト
の発生が懸念されるためである。
【００８６】
　前記単層銅ボンディングワイヤに関して、Ｒ１に影響を及ぼす主なワイヤの材料ファク
ターは、Ｐｄ、Ａｕ、Ａｇの導電性金属の濃度およびその均一性、銅の粒径分布、加工歪
み、表面のＣｕ酸化膜の厚さおよび分布、Ｃｕ中のガス成分の微量濃度などが関与する。
Ｒ１を増加させるためには、例えば、Ｐｄ、Ａｕ、Ａｇの導電性金属の濃度を大きくなる
こと、表面のＣｕ酸化膜の厚さを小さくし均一に分布させること、加工歪みをワイヤ内部
で均一化させることなどが有効である。前記材料ファクターの適宜組み合せにより、Ｒ１
を本発明の範囲である５０％～１００％にすることがより容易となる。好ましくは、Ｐｄ
の含有濃度を高めたり均一に分布させること、表面のＣｕ酸化膜の厚さを低減することが
、Ｒ２を本発明の範囲である５０％～１００％にするのに有効である。
【００８７】
　Ｒ３に影響を及ぼすワイヤの材料ファクターは、Ｒ１とほぼ同様である。好ましくはＣ
ｕ中のＳ、Ｎ、Ｏ、Ｈなどのガス成分を低減することにより、Ｒ３を本発明の範囲である
０％以上４０％未満にするのに有効である。好ましくは、水素ガス成分を抑制することが
Ｒ４を０％以上４０％未満に安定制御するのに有効である。
【００８８】
　前記複層銅ボンディングワイヤまたは前記単層銅ボンディングワイヤにおいて、Ｐ、Ｓ
ｉ、Ｂ、Ｇｅのうちいずれか１種以上を０．０００１～０．０３ｍｏｌ％の範囲で含有す
る銅ボンディングワイヤであることが望ましい。これにより、ループ高さが６０μｍ以下
の超低ループ化が可能となる。ネック部はボール形成時の熱影響を受けており、再結晶粒
が成長して、低ループ形成時にネック部にクラックが発生することが問題となる。Ｐ、Ｓ
ｉ、Ｂ、Ｇｅの元素群を含有することにより、再結晶粒の成長を抑制してネック損傷を低
減する高い効果が得られる。ここで、上記濃度が０．０００１ｍｏｌ％未満では改善効果
が小さく、０．０３ｍｏｌ％を超えるとワイヤが硬くなるためループ高さが不安定となり
、低ループ化に適さないためである。好ましくは、Ｐ、Ｓｉ、Ｂ、Ｇｅの総計濃度が０．
０００５～０．０２ｍｏｌ％の範囲であれば、線径１８μｍ以下の細線での低ループ化を
向上する効果が高められる。
【実施例】
【００８９】
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　以下、実施例について説明する。
【００９０】
　銅ボンディングワイヤの原材料として、芯材に用いるＣｕは純度が約99.999質量%以上
の超高純度の素材を用い、外層に用いられるＰｄ、Ａｕ、Ａｇの素材には純度99.95質量%
以上の高純度の原料を用意した。
【００９１】
　単層銅ボンディングワイヤでは、所定の合金元素を添加して溶解してインゴットを作製
した。溶解温度は１１００～１３００℃の温度範囲とし、昇温・降温の速度の調整、雰囲
気では真空、不活性ガス置換などを繰り返すことにより、Ｃｕ中のガス成分の濃度、分布
などを制御した。
【００９２】
　複層銅ボンディングワイヤの作製では、直径が約５０～２０００μｍの線径の銅ワイヤ
を芯材として予め準備して、その銅ワイヤ表面に外層を被覆するために、電解メッキ法、
無電解メッキ法、蒸着法等を行った。被覆前の芯材の表面の平滑性、酸化膜などを管理し
た。メッキ液の選定に加えて、メッキ槽内への不純物の混入、メッキ液の攪拌、メッキ中
での液濃度・温度の安定化なども厳しく管理した。メッキ直後には、密着性を向上する拡
散熱処理を施した。
【００９３】
　外層を被覆した後に、最終径の１７μｍまで伸線して、最後に加工歪みを取り除き伸び
値が５～１５％の範囲になるよう熱処理を施した。必要に応じて、線径２５～２００μｍ
までダイス伸線した後に、中間熱処理を施してから、さらに伸線加工を施した。伸線用ダ
イスの減面率は、1個のダイス当たり５～１５％の範囲で準備し、それらダイスの組み合
わせにより、ワイヤ表面の加工歪みの導入などを調整した。伸線速度は２０～５００ｍ/
ｍｉｎの間で適正化した。伸線の速度・張力・潤滑性・ダイス形状、中間熱処理の温度・
線径・ガス雰囲気などを適宜組み合わせることにより、外層の膜厚の均一性、外層と芯材
の密着性および均一性、水素などガス成分の濃度および分布などを制御した。
【００９４】
　本発明例のワイヤの熱処理は、ワイヤを連続的に掃引しながら加熱して行った。局所的
に温度傾斜を導入する方式と、温度を炉内で変化させる方式とを利用した。温度分布、加
熱時間、ワイヤ掃引の速度・張力なども管理することで、外層と芯材の間の拡散層の形成
、密着性、ワイヤ表面の酸化膜などを制御した。熱処理の雰囲気では、酸化を抑制する目
的でＮ２、Ａｒ等の不活性ガスも一部利用し、炉内の酸素濃度も管理した。ガス流量は、
０．０００２～０．００４ｍ３/ｍｉｎの範囲で調整し、炉内の温度制御にも利用した。
熱処理炉の出口の段階的な温度調整、冷却ガスの吹き付け、冷却液の塗布などにより、冷
却速度も管理した。熱処理を行うタイミングとして、伸線後のワイヤに熱処理を施してか
ら表皮層を形成する場合と、熱処理を加工前、加工途中、または表皮層を形成した直後な
どのうち１回または２回以上行うなどの場合とを使い分けた。
【００９５】
　本発明の接合信頼性を向上する銅ボンディングワイヤの製造には、上述した膜形成条件
、加工・熱処理条件など多くのプロセス因子を複合的に制御して製造しており、結果とし
て材質、組成、厚さなどの材料因子などを制御することが有効である。単層銅ボンディン
グワイヤでも同様に、合金濃度、伸びなどを管理することが有効である。実施例では、材
料因子として外層の構造、元素および組成、外層・拡散層の膜厚、芯材の成分、引張伸び
などを代表として用い、プロセス条件の一部として熱処理回数、最終線径の熱処理温度、
伸線速度なども利用した。
【００９６】
　複層銅ワイヤの表面の膜厚測定にはＡＥＳによる、表面分析、深さ分析を行った。ワイ
ヤ中の導電性金属濃度は、ＩＣＰ（Inductively Coupled Plasma）分析等により測定した
。
【００９７】
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　銅ボンディングワイヤの接続には、市販の自動ワイヤボンダー(ＡＳＭ製Ｅａｇｌｅ６
０-ＡＰ型)を使用して、ボール/ウェッジ接合を行った。アーク放電によりワイヤ先端に
ボール部を作製し、それをシリコン基板上の電極膜に接合し、ワイヤ他端をリード端子上
にウェッジ接合した。ボール溶融時の酸化を抑制するために、ワイヤ先端にＮ２－５％Ｈ

２の混合ガスを吹き付けた。初期ボールのサイズは、約３０μｍの通常サイズと、約２６
μｍの小ボールでそれぞれ評価した。接合温度は、通常の１７５℃と、低温の１５０℃と
した。
【００９８】
　接合相手としてのシリコン基板上の電極はアルミ電極(Ａｌ-１％Ｓｉ-０．５％Ｃｕ膜
、Ａｌ-０．５％Ｃｕ膜)を使用し、その厚さは０．６、１、２μｍの３種類とした。一方
、ウェッジ接合の相手は、リードフレーム上のＡｇメッキの電極を使用した。ここで、初
期ボールのサイズとアルミ電極厚さの組合せで整理すると、初期ボールが約３０μｍの場
合にはアルミ電極厚さが０．６、１、２μｍ、初期ボールが約２６μｍの場合にはアルミ
電極厚さが１μｍの組合せのボンディング試料を準備した。
【００９９】
　銅ボンディングワイヤとアルミ電極とのボール接合部を高温加熱（ＨＴＳ評価）または
高温高湿加熱（ＵＨＡＳＴ評価）した後に、ボール接合部の断面研磨を行い、金属間化合
物、濃化層、Ｃｕ合金層などを調査した。
【０１００】
　高温加熱の条件は、樹脂封止しない試料を用いた場合は１５０～２００℃で２００～７
００時間、樹脂封止した試料では１５０～１７５℃で２００～８００時間とした。高温高
湿加熱の条件は、樹脂封止した試料で１３０～１７０℃、８５～１００％ＲＨの条件で、
４００時間加熱した。ここで、表１の高温高湿加熱条件では、実施例１０（１５０℃－８
５％ＲＨ）、１１（１７０℃－１００％ＲＨ）、２３（１７０℃－８５％ＲＨ）のみ特殊
な加熱条件を用いており、それ以外の実施例および比較例は１３０℃－８５％ＲＨのＵＨ
ＡＳＴ評価条件で加熱した結果を示す。
【０１０１】
　ボール接合部の分析には、ＡＥＳ、ＥＰＭＡ、ＥＤＸ、ＴＥＭなどの装置を利用した。
界面に形成された金属間化合物などの相の同定には、主にＴＥＭの電子線回折、ＡＥＳに
よる定量分析などを行った。濃化層、Ｃｕ合金層などの確認には、主にＡＥＳ、ＥＰＭＡ
、ＥＤＸの定量分析を行った。また界面の生成物の厚さの評価には、主にＡＥＳ、ＥＰＭ
Ａ、ＥＤＸによる線分析を利用したり、あるいはＳＥＭ、ＴＥＭ、光学顕微鏡などで撮影
した写真を用いて評価した。実際の半導体の製造、使用等では、ボール接合した後の工程
、履歴等は多種であることから、工程、熱履歴の異なる幾つかの試料で分析を実施した。
例えば、ボール接合の直後、樹脂封止及びキュア加熱後等の試料を用いた。その評価結果
を表１に示す。なお、表１中の評価法では、高温加熱後の試料を用いた結果である場合は
「Ａ」、高温高湿加熱後の試料を用いた結果である場合は「Ｂ」で表記する。
【０１０２】
　高温環境の接合信頼性評価では、ボンディング後に樹脂封止された試料を、加熱した後
に、封止樹脂を除去してから、２０本のボール接合部のシェア強度を評価した。封止樹脂
の除去には市販のモールドオープナ装置（ＮＳＣ製）を用いた。加熱温度と時間は、１５
０℃で１０００ｈ、２０００ｈ、３０００ｈ、４０００ｈ、４５００ｈ、または１７５℃
で２０００ｈ、あるいは２００℃で１０００ｈとした。１５０℃、１７５℃、２００℃の
加熱は、それぞれ汎用ＬＳＩ向け評価、車載ＬＳＩ用途の現行の厳しい評価、次世代の車
載ＬＳＩ用途のより厳しい評価を想定した。それぞれの試料の加熱前の平均シェア強度に
対して、加熱後のシェア強度の相対値（シェア強度比）で判定した。シェア強度比が２０
％未満のボール接合部が３本以上の場合には不良のため×印、シェア強度比が全て５０％
以上の場合には比較的良好であるため○印、シェア強度比が全て８０％以上の場合には非
常に良好な信頼性であるため◎印、その３種類の判定のいずれにも該当しない場合には改
善が必要となる場合があるが実用上は問題なしと考えられあるため△印で、表３中の「高
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温信頼性」の欄に表示した。
【０１０３】
　高温高湿環境の接合信頼性評価についても、上述した高温環境での接合信頼性評価と基
本的には同様であり、加熱条件が異なるだけである。ボンディング後に樹脂封止された試
料にＨＡＳＴ試験とＵＨＡＳＴ試験で加熱処理を施した後に、封止樹脂を除去してから、
２０本のボール接合部のシェア強度を評価した。加熱条件は、ＨＡＳＴ試験ではバイアス
を負荷しながら１３０℃、８５％ＲＨ、ＵＨＡＳＴ試験ではバイアスを負荷しないで１３
０℃、８５％ＲＨとした。加熱時間は、ＨＡＳＴ試験では９６ｈ、１４４ｈ、１９２ｈ、
２８８ｈ、３３６ｈ、４０８ｈ、ＵＨＡＳＴ試験では３００ｈ、５００ｈ、７００ｈとし
た。それぞれの試料の加熱前の平均シェア強度に対して、加熱後のシェア強度の相対値（
シェア強度比）で判定した。シェア強度比が２０％未満のボール接合部が３本以上の場合
には不良のため×印、シェア強度比が全て５０％以上の場合には比較的良好であるため○
印、シェア強度比が全て８０％以上の場合には非常に良好な信頼性であるため◎印、その
３種類の判定のいずれにも該当しない場合には改善が必要となる場合があるが実用上は問
題なしと考えられあるため△印で、表３中の「高温高湿信頼性」の欄に表示した。
【０１０４】
　ボール接合部の形状の評価では、ボール接合されたボール部を２００本観察して、形状
の真円性、異常変形不良、寸法精度等を評価した。真円からずれた異方性や花弁状等の不
良ボール形状が６本以上であれば不良と判定し×印、異方性や花弁状等の不良ボール形状
が１～５本ある場合は二つに分類して、顕著な偏芯などの異常変形が1本以上発生してい
れば量産での改善が望ましいから△印、異常変形が発生していなければ使用可能であるこ
とから○印、不良ボール形状が０本であれば良好であるため◎印で、表３中の「ボール接
合形状」の欄に表示した。
【０１０５】
　シェア強度の評価には、30本のボール接合部のシェア試験を行い、そのシェア強度の平
均値を測定し、ボール接合部の面積の平均値を用いて計算できる単位面積当たりのシェア
強度を用いた。単位面積当たりのシェア強度が、70ＭＰａ未満であれば接合強度が不十分
であるため×印、７０以上９０ＭＰａ未満の範囲であれば若干の接合条件の変更で改善で
きるため△印、９０以上１１０ＭＰａ未満の範囲であれば実用上は問題ないと判断して○
印、１１０ＭＰａ以上の範囲であれば良好であるため◎印で、表３中の「シェア強度」の
欄に表示した。
【０１０６】
　チップへの損傷の評価では、ボール部を電極膜上に接合した後、電極膜をエッチング除
去して、絶縁膜又はシリコンチップへの損傷をＳＥＭで観察した。電極数は４００箇所を
観察した。損傷が認められない場合は◎印、５μｍ以下のクラックが２個以下の場合は問
題ないレベルと判断して○印、５μｍ以下のクラックが２個以上、且つ１０μｍ以上のク
ラックが１個以下の場合は懸念されるレベルと判断して△印、１０μｍ以上のクラックが
２個以上の場合は懸念されるレベルと判断して×印で、表３中の「チップダメージ」の欄
に表示した。
【０１０７】
　メタルリフトの評価では、ボール部をアルミ合金の電極膜上に接合した後に、ワイヤの
プル試験を行い、ボール接合部の下の電極膜から剥離が生じる場合を評価した。不良加速
試験として、荷重、超音波出力を高めに調整してボール接合を行った。プル試験のフック
の位置は、ボール接合部からの距離がスパンの約１/３の部位で行った。１００個のボー
ル接合部で試験を行い、メタルリフトの不良数を測定した。メタルリフト不良数が７本以
上の場合は問題となるため×印、不良数が３～６本の場合には改善が必要であるため△印
、不良数が1本又は２本の場合にはほぼ良好であるため○印、不良数がゼロの場合にはメ
タルリフトの心配がなく良好であると判断して◎印で、表３中の「メタルリフト」の欄に
表示した。
【０１０８】
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　ウェッジ接合の評価では、合計１０００本を評価した。評価基準として、ウェッジ接合
部での不良により連続ボンディング動作が２回以上中断した場合にはウェッジ接合性が悪
いため×印で示し、ボンディング中断が１回以下で光顕観察により剥離等の不良現象が5
本以上の場合にはウェッジ接合性が不十分であるため△印、連続ボンディングは可能でも
剥離が１本認められた場合には、接合条件の変更で対応できるため○印、連続ボンディン
グで不良が認められない場合には、ウェッジ接合性は良好であると判断し◎印で、表３中
の「ウェッジ接合」の欄に表示した。
【０１０９】
　ループ制御の評価を、ワイヤ長さが５ｍｍのロングスパンの直線性で判断した。５０本
のループを投影機により上方から観察して、ボール側とウェッジ側との接合部を結ぶ直線
に対し、銅ボンディングワイヤが最も離れている部位のずれを曲がり量として測定した。
その曲がり量の平均が、線径の１本分未満であれば良好であると判断し◎印で表示し、２
本分以上であれば不良であるため△印、その中間であれば、通常は問題とならないため○
印で、表３中の「ループ制御」の欄に表示した。
【０１１０】
　低ループ性の評価では、ワイヤ長さが２ｍｍ、ループ高さが約６０μｍの超低ループを
５０本接続し、ネック部のダメージの程度で評価した。ダメージのレベルは、クラック開
口部が大きいものを大ダメージ、ネック部のクラック開口部が小さいものを小ダメージ、
ダメージなしの３種に分類した。大ダメージが２本以上であれば不良と判定して×印、大
ダメージが１本以下で、小ダメージが５本以上の場合にはループ条件の改善が必要である
と判断して△印、小ダメージが５本未満で大ダメージがない場合には実用上は問題ないレ
ベルと判断して△印、ダメージが１本もない場合には良好であるため◎印で、表３中の「
低ループ」の欄に表示した。
【０１１１】
　ボール接合近傍のワイヤ直立部が倒れる現象であるリーニング不良（リーニング性）に
ついては、チップ水平方向からワイヤ直立部を観察し、ボール接合部の中心を通る垂線と
ワイヤ直立部との間隔が最大であるときの間隔（リーニング間隔）で評価した。ワイヤ長
は３ｍｍ、試料数は５０本とした。リーニング評価には厳しい高ループである、ループ最
高高さが約４００μｍの試料を準備した。上記のリーニング間隔がワイヤ径よりも小さい
場合にはリーニングは良好、大きい場合には直立部が傾斜しているためリーニングは不良
であると判断した。リーニングの不良発生頻度により分類し、不良が３本以上の場合には
△印、０本の場合には◎印、その中間では○印で、表３中の「リーニング性」の欄に表記
した。
【０１１２】
　表１において、第１請求項に係わる接合構造は実施例１～２８、第２請求項に係わる接
合構造は実施例３～１２、１４～２４、２６～２８、第３請求項に係わる接合構造は実施
例４～１２、１４～２５、２７、２８、第４請求項に係わる接合構造は実施例２～２４、
２６～２８、第５請求項に係わる接合構造は実施例２～１２、１５～２４、２７、２８、
第６請求項に係わる接合構造は実施例３～１１、１５～２４、２６～２８、第７請求項に
係わる銅ボンディングワイヤは実施例１～２８、第８請求項に係わる銅ボンディングワイ
ヤは実施例１～２４、第９請求項に係わる銅ボンディングワイヤは実施例６、８、９、１
２、１９、２１、２２、２４、第１０請求項に係わる銅ボンディングワイヤは実施例１～
２３、第１１請求項に係わる銅ボンディングワイヤは実施例１～１０、１２～２３、２６
～２８、第１２請求項に係わる銅ボンディングワイヤは実施例２～５、８、１２、１６、
１７、２０、２４に相当する。
また、比較例１～６は、第１請求項を満足しない銅ボンディングワイヤの場合に相当する
。
【０１１３】
　実施例１～２８の接合構造は、本発明の第１請求項に係わる、１３０～２００℃の範囲
の温度で加熱した後のボール接合部に形成されるＣｕＡｌ相の相対化合物比率Ｒ１が５０
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％以上であることにより、１５０℃で３０００ｈ加熱したときの接合信頼性が良好である
ことが確認された。一方、比較例１～６では、前記比率Ｒ１が５０％未満であることによ
り、１５０℃の高温加熱での接合信頼性が低いことが確認された。好ましくは前記Ｒ１が
７０％超である実施例４～１２、１４～２４、２７、２８では、１５０℃-３５００ｈの
厳しい高温加熱条件での接合信頼性が向上していた。
【０１１４】
　実施例３～１２、１４～２４、２６～２８の接合構造は、本発明の第２請求項に係わる
、相対湿度８５～１００％で加熱した後のボール接合部に形成されるＣｕＡｌ相の相対化
合物比率Ｒ２が５０％以上であることにより、高温高湿加熱試験であるＨＡＳＴ試験の１
９２時間加熱、あるいはＵＨＡＳＴ試験（１３０℃－８５％ＲＨ、バイアスなし）の３０
０時間加熱したときの接合信頼性が良好であることが確認された。好ましくは前記Ｒ２が
７０％超である実施例５～１２、１５～２４、２７、２８では、ＨＡＳＴ試験で３３６時
間の加熱、あるいはＵＨＡＳＴ試験で５００時間の加熱における厳しい条件での接合信頼
性が向上していた。
【０１１５】
　実施例４～１２、１４～２５、２７、２８の接合構造は、本発明の第３請求項に係わり
、しかも１３０～２００℃の範囲の温度で加熱した後のボール接合部に形成されるＣｕ９

Ａｌ４相およびＣｕＡｌ２相の厚さの総計の割合Ｒ３が４０％未満であることにより、１
５０℃で４０００ｈ加熱したときの接合信頼性が良好であることが確認された。好ましく
は前記Ｒ３が１５％未満である実施例５～１２、１５～２４、２８では、１５０℃で４５
００ｈ加熱する厳しい条件での接合信頼性が向上していた。
【０１１６】
　実施例４～１２、１５～２４、２７、２８の接合構造は、本発明の第３請求項に係わり
、さらに相対湿度８５～１００％の高温高湿で加熱した後のボール接合部に形成されるＣ
ｕ９Ａｌ４相およびＣｕＡｌ２相の厚さの総計の割合Ｒ４が４０％未満であることにより
、ＨＡＳＴ試験で２８８時間加熱したときの接合信頼性が良好であることが確認された。
好ましくは前記Ｒ４が１５％未満である実施例５～１２、１７～２４、２８では、ＨＡＳ
Ｔ試験で４０８時間の加熱における厳しい条件での接合信頼性が向上していた。
【０１１７】
　実施例２～２４、２６～２８の接合構造は、本発明の第４請求項に係わる、Ｐｄ、Ａｕ
、Ａｇの導電性金属のうちいずれか１種以上の濃度が高い濃化層が形成されることにより
、１７５℃で２０００ｈ加熱したときの接合信頼性が良好であることが確認された。好ま
しくは、濃化層に関して、前記導電性金属を総計した最高濃度が０．１ｍｏｌ％以上、厚
さが０．１μｍ以上である実施例３～１２、１５～２４、２６～２８では、１７５℃で２
０００ｈ加熱での接合信頼性がさらに向上していることが確認された。
【０１１８】
　実施例２～１２、１５～２４、２７、２８の接合構造は、本発明の第５請求項に係わる
、ボール接合部に前記導電性金属のうち少なくとも１種以上とＣｕおよびＡｌにより構成
される金属間化合物が形成されたことにより、ＨＡＳＴ試験の４０８時間加熱したときの
接合信頼性が良好であることが確認された。好ましくは、前記導電性金属を総計した最高
濃度が０．５ｍｏｌ％以上、厚さが０．０２μｍ以上である実施例４～１２、１６～２４
、２８では、上記条件のＨＡＳＴ試験の信頼性が向上していることを確認した。より好ま
しくは、前記金属間化合物の厚さが０．０５～２μｍの範囲である実施例５～９、１２、
１７～２２、２４、２８では、アルミ電極の膜厚が０．６μｍの薄い場合のボール接合部
におけるＨＡＳＴ試験の信頼性が高いことが確認された。
【０１１９】
　実施例３～１１、１５～２４、２６～２８の接合構造は、本発明の第６請求項に係わる
、ボール接合部に前記導電性金属の総計濃度の最高が０．５～３０ｍｏｌ％の範囲で含有
するＣｕ合金層を形成することにより、２００℃で１０００ｈ加熱したＨＴＳ試験での接
合信頼性が良好であることが確認された。これはエンジン周辺に用いられる車載用ＬＳＩ
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上である実施例３～１１、１５～２４、２６～２８では、上記条件のＨＴＳ試験の信頼性
が向上していることを確認した。より好ましくは、前記Ｃｕ合金層の厚さが１μｍ以上で
ある実施例６～１１、１５～２４、２８では、アルミ電極の膜厚２μｍの厚い場合のＨＴ
Ｓ試験で接合信頼性が向上していた。
【０１２０】
　実施例１～２４の銅ボンディングワイヤは、本発明の第８請求項に係わる、ＣｕＡｌ相
の厚さの比率Ｒ１が５０％以上であり、且つ、銅を主成分とする芯材と、前記芯材の上に
Ｐｄ、Ａｕ、Ａｇの導電性金属のうちいずれか１種以上を主成分とする外層とを有する複
層銅ボンディングワイヤであることにより、ボール接合形状の異形を抑制して真円化する
ことを確認した。好ましくは、外層がＰｄを含有する実施例１、２、５～１２、１４、１
６～２４では、ボール接合形状を真円化する効果をより高められることを確認した。
【０１２１】
　実施例６、８、９、１２、１７、１９、２１、２２、２４の銅ボンディングワイヤは、
本発明の第９請求項に係わる、外層がＰｄ、Ａｕ、Ａｇの導電性金属のうちいずれか１種
で構成される単一外層と、前記導電性金属のうちいずれか２種以上を主成分とする合金外
層とにより形成される複層銅ボンディングワイヤであることにより、リーニング性が向上
することを確認した。好ましくは、単一外層がＰｄで、合金外層がＰｄとＡｕの合金また
はＰｄとＡｇの合金である実施例６、８、９、１２、１９、２１、２４では、リーニング
を抑制するより高い効果が確認された。
【０１２２】
　実施例１～２３の銅ボンディングワイヤは、本発明の第１０請求項に係わる、外層の厚
さが０．０１～０．４μｍの範囲である複層銅ボンディングワイヤであることにより、ウ
ェッジ接合性が良好であることを確認した。好ましくは、０．０２～０．３μｍの範囲で
ある実施例２～９、１２～２３では、ウェッジ接合性がより向上していることを確認した
。
【０１２３】
　実施例１～１０、１２～２３、２６～２８の銅ボンディングワイヤは、本発明の第１１
請求項に係わる、Ｐｄ、Ａｕ、Ａｇの導電性金属のうちいずれか１種以上を０．１～３ｍ
ｏｌ％の範囲で含有することにより、ボール接合部のシェア強度が向上していることが確
認された。このうち、実施例２６～２８は、単層銅ボンディングワイヤである。好ましく
は、上記濃度が０．３～２ｍｏｌ％の範囲である実施例２～９、１２～２２、２６～２８
では、メタルリフト不良を抑制できることが確認された。
【０１２４】
　実施例２～５、８、１２、１５～１７、２０、２４の銅ボンディングワイヤは、本発明
の第１２請求項に係わる、Ｐ、Ｓｉ、Ｂ、Ｇｅのうちいずれか１種以上を０．０００１～
０．０３ｍｏｌ％の範囲で含有することにより、低ループ性が良好であることを確認した
。好ましくは、上記濃度が０．０００５～０．０２ｍｏｌ％の範囲である実施例３～５、
８、１２、１６、１７、２０では、ウェッジ接合性がより向上していることを確認した。
【０１２５】
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